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自主行動計画について

◆対策の概要

追加対策：通信・放送団体等の定性的目標の定量化の促進

総務省の取組状況
・ 通信・放送団体等に対して、定性的目標の定量化への働きかけを実施通信 放送団体等に対して、定性的目標の定量化 の働きかけを実施

・ 団体としての数値目標の設定に関する取組状況について、通信・放送団体等にアンケート調査を実施し、その結果を
情報通信審議会でフォローアップ予定

通信・放送団体等の取組状況
【社団法人電気通信事業者協会】

本年11月16日に環境自主行動計画を改正し 数値目標を機関決定済本年11月16日に環境自主行動計画を改正し、数値目標を機関決定済。

＊内容：平成22年（2010年）の契約数当たりの電力消費量原単位を平成２年（1990年）比30％以上削減

＊基準年(1990年)の実績値（電力消費量）：34.5億KWH

【社団法人日本ケーブルテレビ連盟】

年内までに数値目標設定予定。

【社団法人 ムサ ビ 協会 社団法人 本民間放送連盟 社団法人衛星放送協会 本放送協会】

1

【社団法人テレコムサービス協会、社団法人日本民間放送連盟、社団法人衛星放送協会、日本放送協会】

来年３月までに数値目標設定予定。



テレワーク等情報通信を活用した交通代替の推進について

◆対策の概要

既存対策の達成に資する施策の追加・強化：

年 を就業者 割 す を 指す「 倍増２０１０年までにテレワーク人口を就業者人口の２割とすることを目指す「テレワーク人口倍増
アクションプラン」（テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定、ＩＴ戦略本部了承（平成１９年５月２９日）に基
づき、テレワークの推進に係る取組を集中的に実施

現 状

就業者人口に占める就業者人口に占める就業者人口に占める就業者人口に占める

2010年の目標

テレワーク

出典：国土交通省：平成17年度テレワーク実態調査（2005年6月）

テレワーカー比率：テレワーカー比率：2020％％（（約約13001300万人万人））テレワーカー比率：テレワーカー比率：10.410.4％（％（674674万人）万人）
テ ワ ク
人口倍増

テレワーカーを倍増（約1300万人）とする
ことにより 2010年度 ５０ ４万ｔ－ＣＯ５０ ４万ｔ－ＣＯ２２

※テレワーカー

ＩＴを活用して、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方を
週８時間以上する人

2

ことにより、2010年度、５０．４万ｔ ＣＯ５０．４万ｔ ＣＯ２２

を削減する見込み
（出典：ＩＴ新改革戦略（平成１８年１月ＩＴ戦略本部決定））



（参考） テレワーク人口倍増アクションプラン

（テレワ ク推進に関する関係省庁連絡会議決定 ＩＴ戦略本部了承（平成19年5月29日））

2010年までにテレワーク人口を倍増し、就業者人口の２割を達成するためのアクションプランを策定
（テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定、ＩＴ戦略本部了承（平成19年5月29日））



地方公共団体における計画策定の促進について

◆京都議定書目標達成計画に盛り込む予定の追加対策◆京都議定書目標達成計画に盛り込む予定の追加対策

京都議定書目標達成計画に盛り込む予定の追加対策については、各種会議等におい

て地方公共団体に計画策定を依頼することとし 「京都議定書目標達成計画 改訂時にて地方公共団体に計画策定を依頼することとし、「京都議定書目標達成計画」改訂時に

地方公共団体に対し、計画策定を促す通知の発出を検討する。

なお、計画策定経費について交付税措置を講じているところである。

「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく市町村の実行計画の策定について」

各都道府 指定都 総務部 あ 自治政策 知

<参考１>京都議定書発効時における総務省の対応

（H17.4.15 各都道府県・指定都市総務部（局）長あて自治政策課長通知）

○ 各都道府県・指定都市に対し、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）第21条で全市町村に義務付けられている温室効果ガスの排出の抑制等のた

めの措置に関する計画（実行計画）を策定し、実施するよう管内市町村（特別区及び一部事務組合を含む）に周知するよう依頼

事 業 区 分 事 業 例

ソフト事業 ①環境保全経費 •地方公共団体の環境物品の調達推進を図るための方針決定

<参考２> 地球温暖化防止対策に資する地方財政措置

ソフト事業

（普通交付税）

①環境保全経費 地方公共団体の環境物品の調達推進を図るための方針決定

•地球温暖化対策計画策定 等

②公害対策経費 •ダイオキシン類等有害化学物質調査 等

③自然公園費 •自然公園監視指導 等
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ハード事業

（地域活性化事業債）

①地球温暖化対策 ・低公害車導入、太陽光発電システム整備 等

②国土保全対策 •地域環境保全林整備、小規模農地等保全管理 等

③自然再生対策 •藻場・干潟の復元・造成 等



 

「京都議定書目標達成計画」 

の改訂に向けた追加対策等の検討状況 
                                                              
    
○ 自主行動計画の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
○ 国民運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
○ 公的機関の排出削減／新エネルギー対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

○ 公共機関の排出削減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

○ テレワーク等情報通信を活用した交通代替の推進・・・・・・・・・・・・・・・９ 
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（別添１） 

 

京都議定書目標達成計画に盛り込む予定の追加対策等について 

 

担 当 府 省

庁 

総務省 

 

①対策名 自主行動計画の推進 

②対策の概要 通信・放送団体等の定性的目標の定量化の促進 

 

 

③「既存対策の達成に

資する施策の追加・

強化」、「排出削減

見込量を深掘りする

既存対策」又は「追

加対策」の別 

追加対策 

④各主体が担う取組 通信・放送団体等：定性的目標の定量化（現在、作業

中） 

 

 

⑤対策を推進するた

めに国が実施する（予

定の）施策 

・ 通信・放送団体等に対して、定性的目標の定量化へ

の働きかけを実施 

・ 団体としての数値目標の設定に関する取組状況に

ついて、通信・放送団体等にアンケート調査を実施

し、その結果を情報通信審議会でフォローアップを

実施 

⑥排出削減見込量の積

算の前提及び算定式 

 

 

 

 

 

⑦積算の前提としたデ

ータの  

出所等 

 

 

 



－ 対策評価指

標 

省エネ／新エ

ネ量 

排出削減量 

⑧ 対策の評価に関す

る指標及び排出削減量 

（２００５年度実績） 

   

⑧-1 対策の評価に関

する指標及び排出削減

見込量 

（２００８年度見込

み） 

   

⑧-2 対策の評価に関

する指標及び排出削減

見込量 

（２００９年度見込

み） 

   

⑧-3 対策の評価に関

する指標及び排出削減

見込量 

（２０１０年度見込

み） 

   

⑧-4 対策の評価に関

する指標及び排出削減

見込量 

（２０１１年度見込

み） 

   

⑧-5 対策の評価に関

する指標及び排出削減

見込量 

（２０１２年度見込

み） 

   

⑨対策を実施するために

要するコスト 

 

 

 

 



（別添１） 

 

京都議定書目標達成計画に盛り込む予定の追加対策等について 

 

担当府省庁 総務省 

 

①対策名 国民運動 

②対策の概要 所管行政を通じた、また、マスメディアや環境教育

の活用などによるライフスタイルの見直しの呼び

かけ 

 

③「既存対策の達成に資す

る施策の追加・強化」、

「排出削減見込量を深

掘りする既存対策」又は

「追加対策」の別 

 

「追加対策」 

④各主体が担う取組  

 

 

 

⑤対策を推進するために

国が実施する（予定の）施

策 

所管の事業団体へ、地球温暖化対策関係の取組等に

ついて周知。 

 

⑥排出削減見込量の積算

の前提及び算定式 

 

 

 

 

⑦積算の前提としたデー

タの出所等 

 

 

－ 対策評価指標 省エネ／新エネ

量 

排出削減量 

⑧ 対策の評価に関する

指標及び排出削減量 

（２００５年度実績） 

   



⑧-1 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２００８年度見込み） 

   

⑧-2 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２００９年度見込み） 

   

⑧-3 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１０年度見込み） 

   

⑧-4 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１１年度見込み） 

   

⑧-5 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１２年度見込み） 

   

⑨対策を実施するために

要するコスト 

検討中 

 



（別添１） 

 

京都議定書目標達成計画に盛り込む予定の追加対策等について 

 

担当府省庁 総務省 

 

①対策名 公的機関の排出削減／新エネルギー対策の推進 

②対策の概要 総務省実施計画を通じたＣＯ２の排出削減、グリー

ン化の推進 

（中央合同庁舎第２号館の屋上部緑化 等） 

 

③「既存対策の達成に資

する施策の追加・強

化」、「排出削減見込

量を深掘りする既存対

策」又は「追加対策」

の別 

 

「追加対策」 

④各主体が担う取組  

 

 

⑤対策を推進するために

国が実施する（予定の）

施策 

政府実行計画に基づいた取組 等 

 

 

 

⑥排出削減見込量の積算

の前提及び算定式 

 

 

 

 

⑦積算の前提としたデー

タの出所等 

 

 

－ 対策評価指標 省エネ／新エ

ネ量 

排出削減量 

⑧ 対策の評価に関する

指標及び排出削減量 

   



（２００５年度実績） 

⑧-1 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２００８年度見込み） 

（屋上緑化：東

西屋上合計 500

㎡） 

（環境負荷の

低減対策のた

め数値につい

ては検討中） 

 

⑧-2 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２００９年度見込み） 

   

⑧-3 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１０年度見込み） 

2010 年-2012 年

平均でＣＯ２排

量 12,873t-CO2

 対 2001 年度比で

10％削減 

⑧-4 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１１年度見込み） 

   

⑧-5 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１２年度見込み） 

   

⑨対策を実施するために

要するコスト 

検討中 

（中央合同庁舎第２号館の屋上部緑化：３５百万円

（うち総務省分１４百万円）等） 

 



（別添１） 

 

京都議定書目標達成計画に盛り込む予定の追加対策等について 

 

担当府省庁 総務省 

 

①対策名 公共機関の排出削減 

②対策の概要 地方公共団体における計画策定の促進 

 

 

 

③「既存対策の達成に資す

る施策の追加・強化」、

「排出削減見込量を深

掘りする既存対策」又は

「追加対策」の別 

既存対策の達成に資する施策の追加・強化 

④各主体が担う取組 地方公共団体：計画策定 

 

 

 

⑤対策を推進するために

国が   

実施する（予定の）施策 

・各種会議等において地方公共団体に計画策定を依

頼 

（なお、計画策定経費について交付税措置を講じて

いるところ） 

・「京都議定書目標達成計画」改訂時に地方公共団

体に対し、計画策定を促す通知の発出を検討 

 

 

 

⑥排出削減見込量の積算

の前提及び算定式 

 

 

 

 

 



⑦積算の前提としたデー

タの  

出所等 

 

 

 

－ 対策評価指標 省エネ／新エネ

量 

排出削減量 

⑧ 対策の評価に関する

指標及び排出削減量 

（２００５年度実績） 

   

⑧-1 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２００８年度見込み） 

   

⑧-2 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２００９年度見込み） 

   

⑧-3 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１０年度見込み） 

   

⑧-4 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１１年度見込み） 

   

⑧-5 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１２年度見込み） 

   

⑨対策を実施するために

要するコスト 

 

 



（別添１） 

 

京都議定書目標達成計画に盛り込む予定の追加対策等について 

 

担当府省庁 総務省 

 

①対策名 テレワーク等情報通信を活用した交通代替の推進 

②対策の概要 2010 年までにテレワーク人口を就業者人口の２割

とすることを目指す「テレワーク人口倍増アクショ

ンプラン」に基づき、テレワークの推進に係る取組

を集中的に実施する 

③「既存対策の達成に資す

る施策の追加・強化」、

「排出削減見込量を深

掘りする既存対策」又は

「追加対策」の別 

既存対策の達成に資する施策の追加・強化 

④各主体が担う取組  

 

 

 

⑤対策を推進するために

国が   

実施する（予定の）施策 

「テレワーク人口倍増アクションプラン」（平成 19

年５月 29 日テレワーク推進に関する関係省庁連絡

会議決定・IT 戦略本部了承）に掲げられた 36 項目

の着実な実施（内閣官房、総務省、厚生労働省、経

済産業省、国土交通省及びその他全府省） 

⑥排出削減見込量の積算

の前提及び算定式 

 

 

○積算の前提 

・2010年に約1,300万人（就業者人口6,500万人の20％）

が業務の一部をテレワークにより実施。 

・テレワークにより鉄道、乗用車、バスによる通勤交通

量が削減されるが、テレワークによって公共交通機関

の本数が直ちに減少することは考えにくいという中央

環境審議会・産業構造審議会での指摘を踏まえ、テレ

ワークによる排出削減見込量としては鉄道、バスを含

まず乗用車のみとして算出。 

 

○積算の根拠 



・2010年の就業者数：約6,500万人(推定) 

・テレワーク人口（就業者数の20％）：約1,300万

人(※１) 

・雇用型テレワーカー人口：約975万人（テレワー

ク人口約1,300万人×75％＝975万人）（75％は雇

用型テレワーカー：自営型テレワーカーの比率）

（※２） 

・雇用型テレワーカーのテレワーク実施率：20％（週

１日相当） 

・一人当たりの年間通勤交通量：乗用車1,600km(統

計資料等から推定※※) 

・環境負荷原単位(g-C/人/km)：乗用車45g（※３）

・テレワーク人口（人）×実施率（％）×１人当た

りの年間通勤交通量（ｋｍ）×環境負荷原単位（ｇ

－Ｃ/人/ｋｍ） 

乗用車：975万人×20%×1,600km×45g＝14.0万ｔ

－Ｃ 

ＣＯ２への換算：14.0×（44/12）＝50.4万ｔ－Ｃ

Ｏ２  （44：ＣＯ２分子量、12：Ｃ原子量） 

 

※※一人当たりの年間通勤交通量の推定根拠 

①交通機関の用途別利用割合 

（出典）「平成11年度全国都市パーソントリップ

調査」による。 

（なお、京都議定書目標達成計画目標値の積算

にあたっては、平成４年度のパーソントリップ

調査を用いていたが、平成11年度調査の方がよ

り多くの年を対象としていること、最新年次の

交通実態を把握していることから今回見直しに

あたっては、こちらの調査を用いることとし

た。） 

〈平日の交通目的構成〉 

・通勤15.5％、通学7.3％、業務9.2％、帰宅

41.8％、私用26.2％ 

・帰宅の分類 

  →通勤(15.5)：通学(7.3)：業務(2.3(◆))：



私用(26.2)で按分すると、 

   帰宅について通勤12.6％、通学5.9％、業

務1.9％、私用21.3％の割合になる。(◆業

務については、「自宅から業務先へ」「勤

務先から業務先へ」「業務先から勤務先へ」

「業務先から業務先へ」という区分がある

ことから、業務先から自宅への割合を25％

とおいた。) 

  上記数値を合わせ往復の割合を計算すると、 

   通勤28.1％、通学13.2％、業務11.1％、私用

47.5％ 

  の比率で、交通機関を利用することとなる。･･･

① 

 

②旅客輸送量 

（出典）「平成17年度陸運統計要覧」（国土交通

省総合政策局）による。 

 ・１年間の自動車旅客輸送量（走行キロ）合計 

 乗用車 510,914（百万キロ）（※乗用車は

自家用登録車と自家用軽自動車の合計） 

・就業者人口（2010年）：6,500万人 

 ・週休２日制：5／7 

◎就業者一人当たりの年間通勤輸送量の推定 

 「（一年間の自動車旅客輸送量）×（5/7（週２

日））×通勤率（①28.1％）÷就業者人口（65

百万人）」で算出 

  510,914×5/7×28.1％／65＝1,578キロ･･･② 

上記算出結果②を基に数値を丸め、乗用車

1,600km とした。 

 

⑦積算の前提としたデー

タの  

出所等 

 

 

※１ テレワーク人口倍増アクションプラン（平成

１９年５月29日テレワーク推進に関する関係省

庁連絡会議決定・IT 戦略本部了承） 

※２ 平成１７年度テレワーク実態調査（国土交通

省） 

※３ 平成１２年度交通関係エネルギー要覧（国土



交通省） 

 

－ 対策評価指標 省エネ／新エネ

量 

排出削減量 

⑧ 対策の評価に関する

指標及び排出削減量 

（２００５年度実績） 

テレワーク人

口 

約 674 万人 

  

⑧-1 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２００８年度見込み） 

   

⑧-2 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２００９年度見込み） 

   

⑧-3 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１０年度見込み） 

テレワーク人

口 

約 1,300 万人 

 50.4 万 t-CO2 

⑧-4 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１１年度見込み） 

   

⑧-5 対策の評価に関す

る指標及び排出削減見込

量 

（２０１２年度見込み） 

   

⑨対策を実施するために

要するコスト 

テレワーク共同利用型システム実証実験

（平成１９年度予算額：３００百万円） 

 

 

 

 




